
と き 1 月 2８日（日）13:15～15：00 
ところ 久松台交流館会議室 

テーマ 介護保険はどうなるのかー制度改定を前に 

講 師 地域包括支援センター南本庄の皆さん 

演奏者 福山シティーブラスの皆さん 

定 員 ３０人 

主 催 久松台学区町内会連合会福祉部， 

久松台学区の福祉を高める会 

申込み 久松台交流館（９２１－７３７２） 
 
※「介護の社会化」を介言葉に 2000 年４月から 

始まった介護保険制度は，3 年ごとに改定されて 

います。24 年４月は改定の年。年々増える認定

者，深刻な介護職不足など問題は山積していま

す。いま一度，制度の将来を学びます。 
 
 

交流館で行っている正月前の「しめ縄づくり」

を昨年度同様に今年も次のように実施します。  

※基本は自宅製作です。 

◎しめ縄づくりの材料については，申込まれた方

に配布します。 

申 込 み 久松台交流館に来て，直接申込みです 

材 料 費 100 円 

締め切り日 12 月 1５日（金） 

但し，自宅で製作できない方は，製作日を設け 

ます。 

◎製作日を午前・午後の部に分け，各定員は 25

人まで，全体で 75 人まで受付ます。交流館で

製作希望の方は，申込み時にお知らせくださ

い。定員に達した場合は，ご自宅での製作にな

ります。 
 

※交流館で講師を招いての製作日 

12 月 2５日(月)10:00～12:00,13:30～15:30 

12 月 2６日(火)10:00～12:00   

と 

と き 1 月１日（月）６:５0～（雨天中止） 
ところ 久松台第３公園（久松台交流館北側） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

さくらんぼ学級クリスマス会を開催します。 
と き １２月１５日（金）10:30～11:30 
ところ 久松台交流館会議室 
内 容 ピアノ・マリンバ・マンドリン等の演奏 
※定員は１０組程度です。（親子で） 

事前申込みをお願いします。 
申込み 久松台交流館(921-7372) 
 
※サンタさんがやってきます。おみやげもいっぱい。 
みんな，遊びに来てね。大人の人も歓迎です。 

上記①②の２つの行事はとんど焼き終了後行います 

8:30～受付 
9:00～開会式 

 
 
9:30 スタート 
約 30 分コースを 3 コース

に分けますので，当日受付で
選択してください。 
☆防犯ベスト・帽子をお持ち
の方は着用してください。 

と き １２月２４日（日）10:30～11:30 
ところ 久松台交流館会議室 
内 容 ピアノ絵本「マッチ売りの少女」 
    ビバルディ四季より「冬」ほか 

演 奏 アンサンブルさかみち 
     （ピアン・バイオリン・チェロ） 
＊詳細は別途配布します。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                
 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
発行 ： 福山市久松台交流館 

福山市久松台2-1-1 
（電話 ９２１-７３７２）  

 
メールアドレス 

hisamatsudai‐krk@city. 
fukuyama.hiroshima.jp 

 
2023 年(令和 5 年)  
1２ 月 １ 日 

 

４７３ 
まいたうん久松台 

第４３回「認知症？それがどうした！」学習会  

正 月 行 事 （しめ縄 づくり）のお知 らせ 

第４０回久松台学区とんどまつり 
２０２４年（令和６年）１月１４日(日) 

（場所） 

久松台第４公園 
（交流館西隣） 
 

日の出を見る会 

さくらんぼ・おもちゃサロンのふれあい音楽会 

防犯ウォーキング 

☆駐車場は久松台第３公園及び久松台小学

校です。（小学校は 11:30 で閉鎖） 
※警備員の配置はありません。 
（自己責任とします。）  

 

防犯ウォーキング
終了後行います 

＜主催：久松台学区まちづくり推進委員会＞ 

と ん ど ま つ り 9:50～葦陽高校書道部による書道パフォーマンス 
10:10～どんど点火式 

ペ タ ン ク 

第 1 回さかみちコンサート♪ 

ぜんざい接待 百人一首 
（カルタ取り） 

と き  ２０２4 年 1 月２1 日（日） 
ところ 久松台小学校体育館 
受 付 8:30～ 
開 始 9:00 
持参物 体育館シューズ 
 
自由参加：大勢の方の参加をお待ちしています。 

（久松台学区体育会） 

学 区 民 バ ド ミ ン ト ン大 会 



No.４７３  まいたうん久松台（久松台交流館報）  ２０２３年（令和５年）12 月 1 日 

 

 12 月 6 日(水) 女性  10:00～   
12 月 13 日(水) 男性 10:00～ 
12 月２0 日(水) 女性 10:00～  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 
 
 

日本３B 体操協会公認指導者の清水美穂さん 

と清水紀子さんを講師にお迎えして，交流館の 

社会教育活動事業の一環で，「親子でふれあう 

３B 体操」を行いました。 

今回は，「スキンシップを取りながら身体ほぐ 

しでリフレッシュ」というテーマでベル・ベル 

ターを使って幼児と保護者で行う運動でした。 

 音楽に合わせて，楽しくリズミカルに体を動か 

しながら，時には，親子で会話しながらの体操で 

した。（３B とはボール・ベル・ベルターの用具の頭文字です） 

「犬の散歩中に，散歩犬の“糞”

をそのままにしている方も見られ

ます。衛生上のこともあり，なん

とかなりませんか。」という住民の

方から声がありました。散歩され

る飼い主のみなさん“糞”の後始

末を，よろしくお願いいたしま

す。きれいな町の維持に，マナー

を守りましょう。    

(学区衛生部・久松台交流館） 

. . . . 
朗人
・・・・

クラブ（老人→NO）に入りませんか！ 

この世の中で大切なのは「人との繋がり」です。 

超長寿社会は高齢者が社会のマジョリティーとなり， 

誰かと協働し，誰かの役に立ち，誰かに必要とされ 

ると感じることこそが，いつまでも現役意識を維持 

できます。久松台の「松寿会」や向陽シニアクラブ， 

木之庄町東組クラブは，そのひとつのツールです。 

１０月２２日には久松台小学校で，学区老人クラ 

ブ連合会のスポーツ大会を行い，１１種目に７５人 

の会員が参加して，たたくよりたたえあう，和気あ 

いあいの笑顔あふれる時間をすごしました。写真は，当日の様子です。  

（市老連事務局より） 

  
  
12/15(金) あいさつ運動強化日 
12/15(金) 歩こう会 
12/22(金) 小・中学校終業式  
12/25(月)・26(火) しめ縄づくり 
 
 
 
1/11(月) 日の出を見る会 
1/17(日) とんどづくり 
1/19(火) 小・中学校始業式 
1/14(日) とんどまつり 
1/15(月) あいさつ運動強化日 
1/21(日) 学区民バドミントン大会 
1/28(日) 認知症学習会  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

   
 
 
        

 
  

 
      
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1２   月  の   予  定 

1  月  の   予  定 

健 康 体 操 

人権尊重 平和を築く 第一歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

久松台交流館 
年末年始休館日のお知らせ 
 12月 29日～1月 3日 

「親子でふれあう３Ｂ体操」を行いました  １０月２７日 

久 松 台 学 区 老 連 スポーツ大 会 開 催 し ま し た。 

きれいな町の維持に 
「犬の散歩では気を付けましょう」 

と き  1２月１５日（金）雨天中止 

行き先 明王院・草戸稲荷神社 

集 合 久松台交流館 9:00～ 

（12:00 解散） 

自由参加：大勢の方の参加をお待ちしています。 

※各自で体温チェック及びマスクで歩きます。 

★行程（徒歩）交流館→木之庄町→本庄町 

→草戸町→法音寺橋→明王院/草戸稲荷神社 

→神島橋→本庄町→近藤農園/解散 

距離：約 6.5ｋｍ 歩数：10,000 歩 
 
問い合わせ先 信時正彦 

(TEL090-4148-4094) 

◎次回は１月１２日（金） 

 

久 松 台 学 区 歩 こ う 会 

 431 

相続・遺言の無料相談会 

と き １２月１５日（金）
13:15～17:00 

＜相談時間 約４５分で４組＞ 
ところ 久松台交流館図書室 

相談受付 佐藤 稔 さん(行政書士) 
    （☎080-1908-9906） 
予約要 （前日の１８時までに） 
 
※相続登記の義務化の法律改正が令和

６年４月１日に施行されます。この法

律が施行されると，不動産を所有する

人が亡くなると，３年以内に相続登記

をしないといけなくなります。 

相談員は，２人の行政書士で対応 

します。 

 


